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 国際貿易の進展に従い、主に輸入市場側の各国が定める法的な規制や、企業や第三者認証機

関が採用するプライベートスタンダード（PS）の存在が注目されている。 

 PSの中には、政府が運用する公的な規制の役割を補完する機能を有しているものがあり、企

業活動に影響を与えることが考えられる。 

 プライベートスタンダードへの対応は企業にとって付加的なコストとなることがあり、また

市場参入の条件とみなされることもある。そのため企業が必要なスタンダードに適切な対応

を図ることができるよう正確な情報提供が求められる。 

公的な規制とプライベートスタンダード（PS）

の関係性  

（1）PS はなぜ発達したのか 
本来市場における製品の安全を担保するのは

公的な規制の役割であるが、PS が発達した背景

のひとつに、逼迫する財政、市場主義的な政策

志向、市場に関する情報の制約等の理由から、

公的な規制が担保すべき法的責任の一部を民間

部門にも求めるようになったことが挙げられる。 
また、グローバルサプライチェーンの延長と

複雑化によって、国境を越えた生産工程は一国

の公的規制では十分な対応ができず、かといっ

て個別の企業間努力のみで管理することは困難

である。これに対応する仕組みとして国際的基

準を設定した PS が開発されてきた。PS には品

質管理や環境対応基準（ISO など）に加えて、

賃金など生産者の適切な労働条件に関わる基準

を示した Fair Trade（フェアトレード）や、天

然資源の適切な管理 を目的と した Forest 
Stewardship Council（FSC：森林管理協議会）、

Marine Stewardship Council（MSC：海洋管理協

議会）などがある。これらの仕組みには規準に

適合しないサプライヤーに対して是正を促す法

的な拘束力はないが、未認証のサプライヤーは

サプライチェーンから排除される可能性がある、

という点では企業にとって実質的に大きな強制

力を持つと考えられる。 
 
（2）公的な規制を PS が補完するメカニズム 

国際貿易が進展する中で公的な規制は現状に

合わせた対応を行っている。例えば食品安全規

制の分野において以下の通り分類される。 
①最終製品を（水際で）検査する方法 
②企業に対し、特定のリスクに対応する特定の

方法を義務化し、これを検査する方法 
③企業に対し、サプライチェーン全体における

リスクアセスメントを課し、企業がリスクの

所在を特定できること、ならびにこれに対応

できるシステムを有していることを保証さ

せる方法（Coglianese and Lazer 2003） 
 上記のような公的な規制が求める水準を、PS
の導入が実質的に補完している。EU の食品安全

規制においては③の方法によってリスク管理を

すべて小売側の責任として規定している。その

ため小売企業は（場合によっては輸入企業を通

して）規定を満たすリスク管理体制への対応が

可能なサプライヤーから製品を調達しようとす

る。小売企業は自社の対応コストを低減するた

め、独自の管理手法を採用するよりも、すでに

規定された水準を満たすよう規格化された PS
を適用するようになる。 
 同様の事例は木材・木材由来製品ならびに森
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林資源管理部門でも見ることができる。EU では

EU Timber Regulation（EUTR：木材規則）を施

行し、域内で販売される木材・木材由来製品は

EU 域内外を問わず原材料生産国の法律に則っ

て合法的に伐採された森林資源を使用したもの

に限ると定められている。EUTR の枠組では域

外からの輸入について Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade（FLEGT）の元で EU と輸

出国との間で二国間協定（VPA）を締結し、締

結国は国内法で EU 域内と同等水準の森林資源

管理を行うことが義務付けられる。これにより

締結国から輸入される木材はすべて合法とみな

され、EU 市場に最初に木材を出荷する EU 内の

取引業者の責任で行うことが規定された Due 
Diligence が免除される。一方、未締結国から輸

入される木材・木材由来製品については Due 
Diligence が義務付けられている。このプロセス

を補完するのが FSC 認証である。FSC は EUTR
が取引業者に要求する、調達先が提供すべき情

報の多くをすでにカバーしているため調達先の

企業が FSC認証されていれば Due Diligenceコス

トが低減される。現状 VPA を締結し実行に移っ

ている国は 6 カ国 に過ぎず、今後も個別の対

応が求められることが予想されることから、EU
に向けた木材・木材製品輸出における FSC 認証

の影響力は依然として小さくないといえる。 
 

PS の普及と今後の課題 

PS の普及と企業への認証が進めば、調達側に

はサプライチェーン管理の可視化、サプライヤ

ー側には市場参入の可能性が上がるというメリ

ットがある。例えば主に欧州市場を念頭に農水

産食品の海外輸出を促進する場合、Global GAP
の認証を得ることは市場参入の可能性を大きく

広げると考えられる。歴代のオリンピック開催

地では Global GAP や MSC 認証食品を提供する

ことで持続可能な農水産品生産の重要性を世界

に訴求するため、国内生産者の認証を促す取組

がなされてきている。2020 年に東京オリンピッ

クの開催を控える日本においても認証拡大の好

機と考えられるが、現状国内における認証件数

は限定的である。 
 PS の普及・認証が企業にもたらす一定のメリ

ットがある一方で、PS の導入によってサプライ

ヤーの対応コストが上昇することが報告されて

いる（Maskus et al 2005）。また企業は PS のメ

リットを認める一方で対応コストの上昇を懸念

している（Fulponi 2006）。このため特に PS へ

の十分な対応能力を持たない中小企業等がサプ

ライチェーンへの参入から疎外されてしまう可

能性も考えられることから、政府には正確な情

報提供と必要に応じた技術支援が求められるだ

ろう。またグローバルスタンダードが波及する

過程で、各国でローカルなスタンダードが複製

されている（Lei 2015, Nabeshima et al 2015）。
そのため各国間の規格の統一、あるいはグロー

バルスタンダードとローカルスタンダードとの

間で基準をすり合わせ、互換性を高めることで

企業の利便性向上を促すことが重要である。 
 

まとめ 

PS は欧米等先進国市場に加えて、東南アジア

など新興国市場でも導入が始まっており、市場

参入を狙う企業は求められるスタンダードに適

切に対応する必要がある。政府及び関連機関は

その複雑性を十分に把握し、正確な情報提供を

行うと同時に、スタンダードの各国間における

調整等を通じて、対応を必要とする企業の利便

性を高めていくことが重要である。 
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